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苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、苫小牧市補助金等交付規則（平成３０年３月３０日規則第９号）に基づき、苫小

牧市立中学校及び義務教育学校後期課程（以下「中学校」という。）における部活動の地域展開を推進

するため、本市が認定する地域クラブ活動に必要な経費の一部に対し、予算の範囲内で苫小牧市認定

地域クラブ活動費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要事項を定めるもの

とする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、苫小牧市認定地域クラブ活動

に関する要綱（以下「認定要綱」という。）第４条の規定により認定を受けた者とする。 

（補助対象経費及び補助金の額）  

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の額は、別表に定める年間活動日数に応じた上限額の範囲内において、補助対象経費に相当

する額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、実際に支出した補助対象経費の額が前項に定める上限額を下回る場合は、

当該実支出額を補助金の額とする。 

４ 第２項及び第３項の規定にかかわらず、補助対象者が多数にわたり、補助金の総額が予算の範囲を

超過すると認められる場合、その他特に必要があると認められる場合は、補助金の額を調整し交付す

ることができるものとする。 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の対象となる期間は、第５条の申請をした日の属する月の初日から当該年度の３月３１

日までとする。 

（交付申請）  

第５条 補助対象者は、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」

という。）を市長に提出しなければならない。  

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

  役員・指導者名簿（様式第２号） 

  会員（生徒）名簿（様式第３号） 

  活動計画書（様式第４号） 

  収支予算書（様式第５号） 

  その他市長が必要と認める書類 
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３ 前項第１号から第４号に掲げる書類については、認定要綱第３条第２項の規定により提出した書類

と同様の内容である場合は、その添付を省略することができる。 

（交付決定）  

第６条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認める

ときは、補助金の交付を決定し、速やかに苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付（変更）決定通

知書（様式第６号）により通知する。  

（交付申請の取下げ）  

第７条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定の内

容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から１４日以内に、申請の取

下げをすることができる。  

２ 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものと

みなす。  

（補助事業の変更等）  

第８条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。  

  補助事業に要する経費の額又は補助事業の内容を変更（次条に規定する軽微な変更を除く。）しよ

うとするとき  

  補助事業の一部若しくは全部を中止し、又は廃止しようとするとき  

２ 交付決定者は前項第１号に規定するときは、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金等変更交付申請

書（様式第７号）を、同項第２号に規定するときは、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金中止（廃

止）申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。  

３ 市長が前項の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付（変更）決定通知書（様式第６号）又は、苫小牧市認定地

域クラブ活動費補助金中止（廃止）承認通知書（様式第９号）により、補助対象者にその旨を通知す

る。  

（軽微な変更の範囲）  

第９条 前条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる場合とする。  

  補助対象経費の１０分の２に相当する金額以内の変更の場合  

  補助金の増額を伴わない事業計画の細部を変更する場合  

（実績報告）  

第１０条 交付決定者は、事業終了後１か月以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに苫

小牧市認定地域クラブ活動費補助金実績報告書（様式第１０号。以下「報告書」という。）を市長に提
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出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。  

  月別活動報告書（様式第１１号）  

  月別参加会員（生徒）報告書（様式第１２号） 

  年間活動報告書（様式第１３号） 

  収支決算書（様式第１４号） 

  補助対象経費内訳書（様式第１５号） 

  補助事業に要した経費のうち、補助対象経費の内容を明らかにした領収書等 

  事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料 

  その他市長が必要と認める書類  

（補助金の額の確定）  

第１１条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査及び必要に応じて行

う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の

額を確定し、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金確定通知書（様式第１６号）により、交付決定者

に対し通知するものとする。  

（是正のための措置）  

第１２条 市長は、第１０条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果

が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、

これに適合させるための措置をとるべきことを交付決定者に対して命じることができる。  

２ 第１０条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。  

（交付の時期）  

第１３条 補助金は、第１１条の規定により補助金の額を確定した後に交付するものとする。  

（交付の請求）  

第１４条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助

金請求書（様式第１７号）を市長に提出しなければならない。  

２ 交付決定者が前項の規定に基づき補助金を請求するにあたり受領者が交付決定者と異なる場合にお

いては、委任状（様式第１８号）を添えて市長に提出しなければならない。  

（決定の取消し）  

第１５条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。  

   偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 
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   補助金を他の用途に使用したとき 

   補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

   この要綱に基づく指示に違反したとき 

（補助金の返還）  

第１６条 市長は、前条の規定により決定の取消しを行った場合において、既に補助金を交付している

ときは、返還命令書（様式第１９号）により当該取消しの部分につき、期限を定めて返還を命じるも

のとする。なお、補助金の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付しているときも、同様とす

る。  

（違約加算金及び違約延滞金）  

第１７条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該補助金が補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」という。）第２条第

４項に規定する間接補助金等であるとき又はやむを得ない事情があると市長が認めるときを除き、そ

の命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付し

た場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき法第１９条に規定する割合で

計算した違約加算金を市に納付しなければならない。  

２ 交付決定者は、補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかった場合は、やむを得な

い事情があると市長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付

額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき法第

１９条に規定する割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。  

（調査）  

第１８条 市長は必要があると認めるときは交付決定者に対し必要な報告を求め、または調査すること

ができる。 

（補助金に係る経理）  

第１９条 交付決定者は、補助事業に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他関係書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度から５年間保存

しなければならない。  

（暴力団等の排除）  

第２０条 市長は、交付決定者が苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２７年条例第３３号）

第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第４項に規定する暴力団関

係事業者（以下「暴力団等」という。）に該当するか否かについて、必要に応じ照会を行うものとする。  

２ 市長は、交付決定者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に補助金を交付し

ない旨の決定をするものとする。  
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３ 市長は、補助金の交付決定を受けたものが暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に

係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命じるものとする。  

（その他）  

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附 則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

別表 

種別 内 容 

補助対象経費 

  旅費 

（指導者の大会参加に係る交通費等：公共交通機関に限る） 

※苫小牧市の旅費規程に準じる 

  借料及び損料 

（会場使用料、リースレンタル料等） 

  消耗品費 

（地域クラブ活動において会員が共用する用具、事務用品等） 

  印刷製本費 

  （会員募集ポスター印刷費等） 

  通信運搬費 

（郵便代等） 

  大会参加料等 

（競技連盟主催大会参加料・競技連盟登録料等） 

  保険料 

（スポーツ安全保険等） 

  備品費 

（１０万円以上で耐用年数が３年以上のもの：事前協議が必要） 

※ただし、他団体等から同一の経費について補助金の交付を受けている場合は、

補助の対象外とする。 

補助金の額 

１日あたりの参加者（中学校に在籍する生徒）が、原則として５人以上の年間

活動日数に応じて、次に定めるとおりとする。 

年間活動日数 補助上限額 

１２日以上 ２４日未満 ２０，０００円 

２４日以上 ３６日未満 ３０，０００円 

３６日以上 ４８日未満 ４０，０００円 

４８日以上 ６０日未満 ５０，０００円 

６０日以上 ７２日未満 ６０，０００円 

７２日以上 ８４日未満 ７０，０００円 

８４日以上 ９６日未満 ８０，０００円 

９６日以上１０８日未満 ９０，０００円 

１０８日以上 １００，０００円 
 

 



年 月 日

苫小牧市⾧ؙؙ様

団 体 名

代表者氏名

１ 認定番号

２ؙ補助金申請額

３ 認定地域クラブ活動予定日数

様式第１号（第５条関係）

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付申請書

住   所

         会員（生徒）名簿（様式第３号）

         活動計画書（様式第４号）

         収支予算書（様式第５号）

        ؙその他市⾧が必要と認める書類

円

日

４ 添付書類   役員・指導者名簿（様式第２号）

令和

記

ؙ苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金の交付を受けたいので、苫小牧市認定地域クラブ活動費補
助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。
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8

9

6

7

4

5

3

２ 指導者名簿

№ 氏名 住所 保有資格

1

10

2

8

9

6

7

4

5

2

3

様式第２号（第５条関係）
役員・指導者名簿

１ 役員名簿

№ 役職名 氏名 住所 備考

1



合計
中学１年生
中学２年生
中学３年生

（単位 人）
現会員数内訳① 入会見込数内訳② 合計（①+②）

区分 男 女 小計 男 女 計 男 女 計

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

様式第３号（第５条関係）
会員（生徒）名簿

№ 生徒氏名 フリガナ 性別 学年 在籍中学校 保護者氏名



加入保険名

5

３ 加入保険

3

4

1

2

２ 会費等の額

№ 項目 金額 徴収時期 備考

１月

２月

３月

１０月

１１月

１２月

７月

８月

９月

４月

５月

６月

様式第４号（第５条関係）
活動計画書

（１/2）
１ؙ年間事業計画

活動月  事業内容



合計
活動日数
活動月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

活動日数

５ 月別活動予定日数
活動月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

１週間の活動予定時間

１週間の活動予定日数

土

日

木

金

火

水

曜日 開始時間 終了時間 活動時間 活動場所

月

１週間の活動予定日数

 月 ～ 月

日

１週間の活動予定時間

金

土

水

木

月

火

曜日 開始時間 終了時間 活動時間 活動場所

（２/2）
４ １週間の平均活動時間等

 月 ～ 月



合計

費目 金額 内容説明

合計

【支出】 （単位 円）

様式第５号（第５条関係）
収支予算書

【収入】 （単位 円）

費目 金額 内容説明



様

２ؙ補助金の交付条件

様式第６号（第６条関係）

令和ؙؙؙ年ؙؙؙ月ؙؙؙ日

１ؙ（変更後の）補助金交付決定額 円

ؙؙ年ؙؙ月ؙؙ日付けで申請のあった苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金の交付（変更）につ
いて、下記のとおり交付（変更）することに決定したので、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金
交付要綱第６条の規定により通知します。

記

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付（変更）決定通知書

  

  

苫小牧市⾧ؙؙؙ

  ؙ苫小牧市補助金等交付規則（平成３０年４月１日規則第９号）に従わなければならない。
  ؙ補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、市⾧の
ؙؙ承認を受けなければならない。ただし、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱で
ؙؙ定める軽微な変更についてはこの限りでない。
  ؙ補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市⾧の承認を受けなければならない。
  ؙ補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にお
ؙؙいては、速やかに市⾧に報告してその指示を受けなければならない。
  ؙその他苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱で定める条件に従わなければなら
  ない。



年 月 日

苫小牧市⾧ؙؙ様

団 体 名

代表者氏名

１ؙ変更の内容

２ؙ変更の理由

３ؙ変更前の補助金交付申請額

４ؙ変更後の補助金交付申請額

５ؙ変更後の収支予算書

６ؙ変更箇所がわかる書類

別紙のとおり

別紙のとおり

円

円

記

住   所

ؙ令和ؙ年ؙ月ؙ日付け苫教学指令第ؙ号により交付決定を受けた苫小牧市認定地域クラブ活動費
補助金について、補助事業を変更するため、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱第８条
の規定により、下記のとおり申請します。

様式第７号（第８条関係）

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金等変更交付申請書

令和



年 月 日
苫小牧市⾧ؙؙ様

団 体 名

代表者氏名

１ؙ中止（廃止）の理由

ؙ令和ؙ年ؙ月ؙ日付け苫教学指令第ؙ号により交付決定を受けた苫小牧市認定地域クラブ活動費
補助金について、補助事業を中止（廃止）するため、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要
綱第８条の規定により、下記のとおり申請します。

記

様式第８号（第８条関係）
苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金中止（廃止）申請書

住   所

令和



様

記

１ 承認内容

様式第９号（第８条関係）

令和ؙؙؙ年ؙؙؙ月ؙؙؙ日

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金中止（廃止）承認通知書

ؙؙ年ؙؙ月ؙؙ日付けで申請のあった苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金中止（廃止）の申請
について、下記のとおり承認したので、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱第８条の規
定により通知します。

苫小牧市⾧ؙؙؙ



年 月 日

苫小牧市⾧ؙؙ様

団 体 名

代表者氏名

１ 交付決定額

２ؙ完了年月日

        ؙ事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料 枚

３ 添付書類   月別活動報告書（様式第１１号）

        ؙ年間活動報告書（様式第１３号）

         収支決算書（様式第１４号）

         補助事業に要した経費のうち、補助対象経費の内容

枚

         補助対象経費内訳書（様式第１５号）

         月別参加会員（生徒）報告書（様式第１２号）

ؙؙؙؙؙؙؙؙを明らかにした領収書等

様式第１０号（第１０条関係）

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金実績報告書

令和

住   所

ؙ令和ؙ年ؙ月ؙ日付け苫教学指令第ؙ号により交付決定を受けた苫小牧市認定地域クラブ活動費
補助金について、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のと
おり関係書類を添えて報告します。

記

円



№ 月日 活動場所 活動内容
参加会員

（生徒）数
参加

指導者数

1 ～

2 ～

3 ～

4 ～

5 ～

6 ～

7 ～

8 ～

9 ～

10 ～

11 ～

12 ～

13 ～

14 ～

15 ～

16 ～

17 ～

18 ～

19 ～

20 ～

21 ～

22 ～

23 ～

24 ～

25 ～

活動時間

様式第１１号（第１０条関係）
月別活動報告書



合計

日
日

在籍中学校
1

32

14

11

26

4
5

№ 生徒氏名

3

35

29
28
27

10
9

性別 学年

8
7
6

2

13
12

16
15

17

33
34

18
19
20
21
22
23
24
25

30
31

うち、５人以上の活動日数

36

40

38
37

39

様式第１２号（第１０条関係）
月別参加会員（生徒）報告書

参加人数計
活動日数

○



２ؙ年間活動日数

様式第１３号（第１０条関係）
年間活動報告書

10月 11月 12月

５月

６月

４月 ５月 ６月

３月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

１ؙ年間事業報告

活動月  事業内容

４月

７月

８月

９月

７月 ８月 ９月活動月
活動日数

うち、５人以上の活動日数

活動月
活動日数

うち、５人以上の活動日数

1月 2月 3月 合計



様式第１４号（第１０条関係）
収支決算書

【収入】 （単位 円）

費目 金額 内容説明

合計

【支出】 （単位 円）

費目 金額 内容説明

合計



様式第１５号（第１０条関係）
補助対象経費内訳書

印刷製本費

【支出】 （単位 円）

費目 金額 詳細（品名、メーカー、数量等を記載）

旅費

借料及び損料

消耗品費

通信運搬費

大会参加料等

合計

保険料

備品費



様

様式第１６号（第１１条関係）

苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金確定通知書

令和ؙؙؙ年ؙؙؙ月ؙؙؙ日

円

苫小牧市⾧ؙؙؙ

ؙؙ年ؙؙ月ؙؙ日付けで実績報告のあった苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金について、下記
のとおり確定したので、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱第１１条の規定により通知
します。

記

１ؙ補助金確定額



年 月 日

苫小牧市⾧ؙؙ様

団 体 名

代表者氏名

ؙ※ؙ提出前に記載漏れ、添付漏れがないか確認願います。

ؙ※ؙ「口座開設店」をご記載ください。「通帳更新店」を誤って記載する恐れがあります。

ؙ※ؙ記載内容の誤りや不測の事態が生じた場合は、指定日に振込できない場合があります。

様式第１７号（第１４条関係）
苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金請求書

令和

住   所

金融機関名

１ؙ請求金額 円

金融機関番号

ؙ令和ؙ年ؙ月ؙ日付け苫教学指令第ؙ号により補助金の交付の決定を受けた苫小牧市認定地域ク
ラブ活動費補助金について、苫小牧市認定地域クラブ活動費補助金交付要綱第１４条の規定によ
り、下記のとおり請求します。

記

 

発行責任者ؙؙؙؙؙؙؙؙؙ

口座番号

請求書発行責任者及び担当者

電話

担当者 電話

口座名義人

フリガナ

支店名

預金種別

支店番号



年 月 日

苫小牧市⾧ؙؙ様

団 体 名

代表者氏名

住   所

ؙ双方合意の上、私（本来受領者）は、補助金を受領する行為を下記の者（代理受領者）に委任し
ます。

 

本来受領者
（委任する者）

住所

氏名
（代表者）

代理受領者
（委任を受ける者）

記

住所

 氏名

委任者との関係

令和

様式第１８号（第１４条関係）

委任状



様

様式第１９号（第１６条関係）

返還命令書

令和ؙؙؙ年ؙؙؙ月ؙؙؙ日

苫小牧市⾧ؙؙؙ

ؙ苫小牧市地域クラブ活動費補助金交付要綱第１６条の規定により、下記のとおり返還を命じま
す。

記

返還金額

返還期限

返還理由

返還方法


